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報告第１号 

 

交通事故に係る専決処分の報告について 

 

 交通事故に係る損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により

報告する。 

 

平成３１年２月２５日提出 

 

大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 専 決 処 分 の 日   平成３１年１月２９日 

２ 損害賠償の相手方   東大阪市水走四丁目６番２５号 

             東大阪都市清掃施設組合 

３ 損 害 賠 償 の 額   金４５，３６０円 

４ 損害賠償の理由   平成３０年１２月２６日東大阪市水走四丁目６番２５号の東

大阪都市清掃施設組合敷地内において、本市自動車（教育政

策室）が後進したところ、相手方が設置していたブロック塀

に接触し、損傷させたので、これに対する損害を賠償するた

め。 
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議案第１９号 

 

大東市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部を改正す 

る条例について 

 

大東市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部を改正する条例を次

のとおり制定する。 

 

   平成３１年２月２５日提出 

 

                   大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理      由 

 

 指定管理者による公の施設の管理について評価を行うこと等に伴い、所要の改正を行う

ため。 
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大東市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部を改正す 

る条例（案） 

 

平成  年  月  日   

条 例 第   号   

 

大東市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１７年条例第１号）

の一部を次のように改正する。 

 

第７条第５号中「委員」の次に「（教育委員会にあっては、教育長および委員）または

委員」を加える。 

第１５条の見出しを「（指定管理者選定評価委員会）」に改め、同条第１項中「審査」

の次に「および指定管理者による公の施設の管理についての適正な評価」を加え、同項第

１号中「大東市指定管理者選定審査委員会」を「大東市指定管理者選定評価委員会」に改

め、同項第２号中「大東市教育委員会指定管理者選定審査委員会」を「大東市教育委員会

指定管理者選定評価委員会」に改め、同条第２項中「５人」を「６人」に改め、「審査し」

の次に「、指定管理者による公の施設の管理についての評価のために必要な調査審議を行

い」を加える。 

 

付 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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議案第２０号 

 

   大東市補助金等の交付等に関する条例について 

 

 大東市補助金等の交付等に関する条例を次のとおり制定する。 

 

   平成３１年２月２５日提出 

 

                   大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理      由 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３２条の２の規定に基づく補助金等の交付

等について、必要な事項を定めるため。 
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大東市補助金等の交付等に関する条例（案） 

 

平成  年  月  日   

条 例 第     号     

 

 （目的） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３２条の２の規定に基

づく補助金等の交付等に関する基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算の

執行および交付の決定の適正化を図るとともに、補助金等の公正性および透明性を確保

することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) 補助金等 本市が本市以外のものに対して地方自治法第２３２条の２の規定に基づ

き交付する補助金その他の金銭的給付で、その交付に対し相当の反対給付を受けない

ものをいう。 

  (2) 補助事業 補助金等の交付の対象となる事務または事業をいう。  

(3) 補助事業者 補助事業を実施する個人または法人その他の団体をいう。 

（適用の範囲） 

第３条 補助金等の交付に関しては、他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、この

条例の定めるところによる。 

（市長等の責務） 

第４条 市長および上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）は、補助金等の交付

の目的および効果ならびに補助事業の目的、性質および実施状況、本市の財政状況その

他の状況を総合的に勘案することにより、補助金等の公正性および透明性を確保し、併

せて効率的な執行に努めなければならない。 

２ 市長等は、補助金等の交付の有効性および効率性を検証し、必要があると認めるとき

は、補助金等の新設、充実、統合、縮小、廃止その他の適切な措置を講じなければなら

ない。 

 （補助事業者の責務） 
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第５条 補助事業者は、補助金等の交付の目的に従って誠実かつ効率的に補助事業を実施

しなければならない。 

（補助金等の交付） 

第６条 市長等は、公益上必要がある場合として、特定の事務または事業を助成し、育成

し、または奨励することを目的とするものであって、直接的または間接的に市民の福祉

の増進につながると認められるものについて、補助金等を交付することができる。 

２ 市長等は、補助金等を交付するに当たっては、あらかじめ補助金等ごとに、補助金等

の交付の目的、補助事業の内容、補助金等の交付の対象者、補助金等の額等の事項を別

に定めなければならない。 

３ 補助金等の額は、補助事業の実施に要する費用の額を限度とし、予算の範囲内で交付

するものとする。 

（交付の申込み） 

第７条 補助金等の交付を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申込書等

を市長等に提出しなければならない。 

（交付の決定） 

第８条 市長等は、前条の規定による申込みがあった場合において、当該申込みに係る申

込書等の審査により、補助事業の目的および内容が適正であるか否かを調査し、補助金

等の交付が適当であると認めるときは、補助金等を交付することおよび補助金等の交付

予定額（補助事業の完了後に当該申込みが行われる補助金等にあっては、交付額。第 

１２条第１項において同じ。）を決定するものとする。 

２ 市長等は、前項の審査等により、補助金等の交付が不適当であると認めるときは、補

助金等を交付しないことを決定するものとする。 

（交付の条件） 

第９条 市長等は、補助金等を交付することを決定する場合において、当該補助金等の交

付の目的を達成するために必要があると認めるときは、規則で定める条件を付すること

ができる。 

（決定の通知） 

第１０条 市長等は、補助金等を交付することを決定したときは、速やかに、その決定の

内容およびこれに付した条件を、当該補助金等の交付の申込みをしたもの（以下「申込

者」という。）に文書により通知するものとする。 
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２ 市長等は、補助金等を交付しないことを決定したときは、速やかに、その旨およびそ

の理由を、申込者に文書により通知するものとする。 

（事情変更による決定の取消し等） 

第１１条 市長等は、補助金等を交付することを決定した場合において、その後の事情の

変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部もしくは一部を取

り消し、またはその決定の内容もしくはこれに付した条件を変更することができる。た

だし、補助事業を既に執行した場合における当該執行に係る部分については、この限り

でない。 

２ 市長等が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、規

則で定める場合とする。 

３ 前条第１項の規定は、第１項の場合について準用する。 

（交付の請求等） 

第１２条 補助金等の交付の決定を受けた補助事業者は、市長等が別に定める日までに交

付予定額を市長等に請求するものとする。 

２ 市長等は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金等を交付しなけれ

ばならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、市長等は、補助金等の交付の目的を達成するため特に必要

があると認めるときは、第８条第１項の規定による決定に係る補助事業の完了前に、同

項の規定により決定した補助金等の交付予定額の全部または一部について概算払または

前金払をすることができる。 

（実績報告） 

第１３条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（補助事業の廃止について、市長等の

承認を受けたときを含む。）は、当該補助事業の実績を記載した報告書に市長等が別に

定める書類を添えて、市長等に報告しなければならない。 

２ 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する補助金等については、適用しない。 

(1) 補助事業の完了後に第７条の規定により申込みが行われるもの 

(2) 補助事業者からの報告以外の方法により補助事業の実績を確認することとしている

もの 

（交付額の確定） 

第１４条 市長等は、前条第１項の規定による報告を受けた場合（同条第２項第２号に該
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当する補助金等にあっては、補助事業の実績を確認した場合。以下同じ。）において当

該報告に係る報告書等の審査により、補助事業の実績が補助金等の交付の決定の内容お

よびこれに付した条件に適合するか否かを調査し、適合すると認めるときは、補助金等

の交付額を確定し、補助事業者に通知するものとする。 

（是正のための措置） 

第１５条 市長等は、前条の調査等により、補助事業の実績が補助金等の交付の決定の内

容およびこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、これに適

合させるために必要な措置を採ることを命じるものとする。 

２ 第１３条第１項の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業について準用

する。 

（概算払の精算） 

第１６条 補助事業者は、第１４条の規定による補助金等の交付額の確定を受けた場合に

おいて、その交付額が既に交付された補助金等の額よりも少額であるときは、その差額

を返還しなければならない。 

（補助金等の決定の取消し） 

第１７条 市長等は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交

付の決定の全部もしくは一部を取り消し、または交付予定額もしくは交付額を変更する

ものとする。 

 (1) 偽りその他不正の手段により、補助金等の交付を受けようとし、または受けたとき。 

  (2) 補助金等を補助事業以外の用途に使用したとき。 

  (3) 補助金等の交付の決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき。 

２ 前項の規定は、補助事業等について補助金等の交付額の確定があった後においても適

用があるものとする。 

３ 市長等は、第１項の規定による取消しをしたときは、当該補助事業者に対し、速やか

に、その旨を文書により通知するものとする。 

４ 第１項および第２項の規定は、意見聴取の機会の付与を行った後に行わなければなら

ない。 

（補助金等の返還） 

第１８条 市長等は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該

取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その
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返還を命じるものとする。 

（関係書類の整備） 

第１９条 補助事業者は、補助事業に係る経費の支出（補助事業の遂行により収入を得た

場合にあっては、補助事業に係る経費の支出および収入）を明らかにした書類を整備し、

規則で定める期間保存しなければならない。 

 （交付状況の公表） 

第２０条 市長等は、毎年１回、補助金等の交付の状況を取りまとめ、規則で定める事項

を公表するものとする。 

（加算金および遅延損害金） 

第２１条 補助事業者は、規則に定める補助事業者の責めに帰すべき事由による補助金等

の交付決定の取消しに関し、補助金等の返還を命じられたときは、その命令に係る補助

金等の受領の日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該補助金等の額（その一部を

納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額）につき、

規則で定める割合を乗じて計算した金額に相当する加算金を本市に納付しなければなら

ない。 

２ 補助金等が２回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用について

は、返還を命じられた額に相当する補助金等は、最後の交付の日に受領したものとみな

す。ただし、当該返還を命じられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還

を命じられた額に達するまで順次遡りそれぞれの交付の日において受領されたものとみ

なす。 

３ 第１項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納

付した金額が返還を命じられた補助金等の額に達するまでは、その納付した金額は、当

該返還を命じられた補助金等の額に優先して充てるものとする。 

４ 補助事業者は、補助金等の返還を命じられ、これを納期限までに納付しなかった場合

において、市長等から督促を受けたときは、納期限の翌日から納付の日までの期間の日

数に応じ、その未納額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既

に納付した額を控除した額）につき、規則で定める割合を乗じて計算した金額に相当す

る遅延損害金を納付しなければならない。ただし、当該遅延損害金の額の計算の基礎と

なる未納額に１，０００円未満の端数があるときまたはその全額が２，０００円未満で

あるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てるものとする。 
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５ 市長等は、災害、不測の事故その他のやむを得ない事情があると認めるときは、遅延

損害金を減額し、または免除することができる。 

（他の補助金等の一時停止等） 

第２２条 市長等は、補助事業者が補助金等の返還を命じられ、当該補助金等、加算金ま

たは遅延損害金の全部または一部を納入しない場合において、その者に対して、同種の

事務または事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交

付を一時停止し、または当該補助金等と未納の額とを相殺することができる。 

（財産の処分の制限） 

第２３条 補助事業者は、補助事業により取得し、または効用の増加した財産のうち規則

で定めるものを、市長等の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、

譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供してはならない。ただし、補助事業者が交

付を受けた補助金等の全部に相当する金額を本市に納付した場合または補助金等の交付

の目的が達成された場合もしくは達成されることが見込まれる場合は、この限りでない。 

２ 市長等は、前項本文の規定による承認をしようとするときは、交付を受けた補助金等

の全部または一部に相当する金額を本市に納付することを条件とすることができる。 

（委任） 

第２４条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で

定める。 

 

付 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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議案第２１号 

 

大東市情報公開条例の一部を改正する条例について 

 

大東市情報公開条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

平成３１年２月２５日提出 

 

                    大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理      由 

 

本市の情報公開請求の対象となる情報について、定義の明確化をすること等に伴い、所

要の改正を行うため。 
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大東市情報公開条例の一部を改正する条例（案） 

 

平成  年  月  日   

条 例 第     号   

 

 大東市情報公開条例（平成９年条例第３号）の一部を次のように改正する。  

 

 第２条第１号中「、実施機関」を「あって、当該実施機関の職員が組織的に用いるもの

として、当該実施機関」に改める。 

 第４条の見出し中「利用者」を「請求者」に改め、同条中「受けた者は」を「請求しよ

うとする者は、第１条の目的に則し、適正な請求をするとともに、情報の公開を受けたと

きは」に、「第１条」を「同条」に改める。 

 

付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第２２号 

 

大東市職員の勤務時間および休暇等に関する条例の一部を改正する条例につ 

いて 

 

大東市職員の勤務時間および休暇等に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制

定する。 

 

平成３１年２月２５日提出 

 

                    大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理      由 

  

平成３０年８月１０日に出された人事院の勧告に鑑み、正規の勤務時間以外の時間

における勤務に関し、必要な事項を規定するため。 
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大東市職員の勤務時間および休暇等に関する条例の一部を改正する条例（案） 

 

平成  年  月  日   

条 例 第   号   

 

大東市職員の勤務時間および休暇等に関する条例（平成７年条例第１０号）の一部を次

のように改正する。 

 

第８条に次の１項を加える。 

３ 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務

に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

付 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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議案第２３号 

 

大東市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について 

 

大東市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

平成３１年２月２５日提出 

 

                    大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理      由 

 

教職調整額を支給すること等に伴い、所要の改正を行うため。 
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大東市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（案） 

 

平成  年  月  日   

条 例 第     号   

 

（大東市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 大東市一般職の職員の給与に関する条例（平成８年条例第３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

目次中「第２８条の２」を「第２８条の４」に改める。 

第１９条第３項を削り、同条第４項中「第２項に」を「前項に」に改め、同項ただし

書を削り、同項を同条第３項とする。 

第３章中第２８条の２の次に次の２条を加える。 

（教職調整額） 

第２８条の３ 教育職員（園長および副園長を除く。）には、その者の給料月額の１００

分の４を乗じて得た額の教職調整額を支給する。 

２ 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、規則で定める。 

３ 教職調整額の支給を受ける教育職員については、第２０条および第２１条の規定は、

適用しない。 

（教職調整額を給料とみなして適用する条例等） 

第２８条の４ 前条第１項の教職調整額の支給を受ける者に係る第１６条、第２７条、第

２８条および第２９条の規定ならびに大東市職員の退職手当に関する条例（平成７年条

例第３１号）および大東市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１４年条

例第２号）の規定ならびにこれらに基づく規則の規定の適用については、前条第１項の

教職調整額は、給料とみなす。 

  第３５条第２項中「（平成７年条例第３１号）」を削る。 

  別表第５アの表およびイの表を次のように改める。 

 ア 行政職給料表等級別基準職務表 

職務の級 標準的な職務 

１級 定型的な業務を行う職務 
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２級 特に高度の知識または経験を必要とする業務を行う職務 

３級 主任の職務 

４級 上席主査の職務または主査の職務 

５級 課長補佐の職務 

６級 課長の職務 

７級 次長の職務 

８級 理事の職務または部長の職務 

 イ 再任用職員行政職給料表等級別基準職務表 

職務の級 標準的な職務 

１級 定型的な業務を行う職務 

２級 特に高度の知識または経験を必要とする業務を行う職務 

３級 上席主査の職務または主査の職務 

４級 課長補佐以上の職の職務 

 

 （大東市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 大東市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成３０年条例

第２２号）の一部を次のように改正する。 

 

別表第５アの表４級の項の改正規定を次のように改める。 

別表第５アの表中４級の項を次のように改める。 

４級 上席主査の職務または主査の職務 

別表第６の改正規定を次のように改める。 

   別表第６を次のように改める。 

別表第６（第１３条関係） 

管理職手当額表 

職 管理職手当の月額 

理 事 ９１，１００円 

部 長 ８５，１００円 

次 長 ７１，３００円 

課 長 ５７，０００円 
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課 長 補 佐 
４０，０００円 

（幼稚園の副園長に限る。）  

備考 この表の左欄に掲げる職に相当すると認められる職の管理職手当の月額につい

ては、当該職を占める職員の担任する職務の内容および職責等を考慮し、かつ、

この表に定める額を基準として規則で定めることができる。 

付則第２項中「給与月額」を「給料月額」に改める。 

 

付 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、公布の日か

ら施行する。 
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議案第２４号 

 

大東市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例に

ついて 

 

大東市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例を次のとおり

制定する。 

 

平成３１年２月２５日提出 

 

                    大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理      由 

 

児童扶養手当法施行規則（昭和３６年厚生省令第５１号）が改正されたことに伴い、所

要の改正を行うため。 
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大東市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例（案） 

 

平成  年  月  日   

条 例 第     号   

 

（大東市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部改正） 

第１条 大東市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例（昭和５５年条例第１５号）の

一部を次のように改正する。 

 

第２条の２第１項第１号中「６月」を「９月」に改める。 

 

 （大東市重度障害者の医療費の助成に関する条例および大東市ひとり親家庭の医療費の

助成に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 大東市重度障害者の医療費の助成に関する条例および大東市ひとり親家庭の医療

費の助成に関する条例の一部を改正する条例（平成３０年条例第１８号）の一部を次の

ように改正する。 

 

付則第２項中「および改正後の大東市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例」を

削る。 

付則に次の１項を加える。 

３ この条例による改正後の大東市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の規定は、

平成３１年１０月１日以後に行われる医療費の助成について適用し、同日前に行われ

た医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。 

 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

  



- 21 - 

 

議案第２５号 

   

大東市立総合福祉センター条例の一部を改正する条例について 

 

大東市立総合福祉センター条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

平成３１年２月２５日提出 

 

                    大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                理      由 

 

大東市立総合福祉センターの付属設備の使用料について規定することに伴い、所要の改

正を行うため。 



- 22 - 

 

大東市立総合福祉センター条例の一部を改正する条例（案） 

 

平成  年  月  日   

条 例 第   号   

 

大東市立総合福祉センター条例（昭和５８年条例第９号）の一部を次のように改正する。 

  

 題名の次に次の目次を付する。 

目次 

 第１章 総則（第１条－第１０条） 

 第２章 身体障害者福祉センター（第１１条－第１３条） 

 第３章 老人福祉センター（第１４条－第１６条） 

 第４章 社会福祉センター（第１７条－第１９条） 

 第５章 雑則（第２０条－第２５条） 

 付則 

第９条を次のように改める。 

（使用料） 

第９条 総合福祉センターの施設の使用料は無料とし、総合福祉センターの施設の付属設

備の使用料は規則で定める額とする。 

２ 使用者は、総合福祉センターの施設の付属設備を使用するときは、当該付属設備を使

用するときまでに前項に規定する付属設備の使用料を納付しなければならない。ただし、

市長が別に納期を定めたときは、この限りでない。 

第２４条を第２５条とし、第２３条を第２４条とする。 

 第２２条第１項第１号中「第１１条、第１４条または第１７条」を「第１２条、第１５

条または第１８条」に改め、同項第４号中「前３号」を「前各号」に改め、同号を同項第

５号とし、同項第３号の次に次の１号を加える。 

 (4) 利用料金の収受に関する業務 

 第２２条中第３項を削り、第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項第４号に規定する利用料金は、第９条第１項に規定する総合福祉センターの付属

設備の使用料の額を上限として指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものと 
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し、当該指定管理者の収入とする。 

 第２２条に次の１項を加え、同条を第２３条とする。 

４ 第４条から第８条まで、第９条第２項および第１０条（第９条第２項および第１０条

については、第１項第４号に規定する利用料金の収受を行わせる場合に限る。）、第 

１３条、第１６条ならびに第１９条の規定は、前条の規定により総合福祉センターの管

理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において、第４条および第

５条中「市長が必要と認めたときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めたときは市

長の承認を得て」と、第６条から第８条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」

と、第９条第２項および第１０条（見出しを含む。）中「使用料」とあるのは「利用料

金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第１３条、第１６条および第１９条中

「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。 

 第２１条を第２２条とし、第２０条を第２１条とし、第１９条を第２０条とする。 

 第４章中第１８条を第１９条とし、第１７条を第１８条とし、第１６条を第１７条とす

る。 

 第３章中第１５条を第１６条とし、第１４条を第１５条とし、第１３条を第１４条とす

る。 

 第２章中第１２条を第１３条とし、第１１条を第１２条とし、第１０条を第１１条とす

る。 

第１章中第９条の次に次の１条を加える。 

（使用料の返還） 

第１０条 既納の使用料は、返還しないものとする。ただし、市長が特別な事由に該当す

ると認めるときは、その全部または一部を返還することができる。 

 

付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３１年６月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 総合福祉センターの施設の付属設備の使用について必要な手続等は、この条例の施行

の日前においても行うことができる。 
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議案第２６号 

 

大東市附属機関条例の一部を改正する条例について 

 

大東市附属機関条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

   平成３１年２月２５日提出 

 

大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理      由 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づき本市が設

置する附属機関を追加すること等に伴い、所要の改正を行うため。 
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大東市附属機関条例の一部を改正する条例（案） 

 

平成  年  月  日   

条 例 第   号   

 

 大東市附属機関条例（平成２４年条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表市長の部大東市地域密着型介護サービスの運営に関する委員会の項中「大東市地域

密着型介護サービスの運営に関する委員会」を「大東市地域密着型サービス等の運営に関

する委員会」に、「地域密着型介護サービスの事業者」を「地域密着型サービスおよび地

域密着型介護予防サービスを行う事業者」に改め、同項の次に次のように加える。 

大東市介護保険施

設等事業者選定委

員会 

居宅サービス、施設サービスおよび

介護予防サービスを行う事業者の選

定についての審議に関する事務 

８人以内 

 

   付 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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議案第２７号 

 

   大東市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 

 大東市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

   平成３１年２月２５日提出 

 

大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理      由 

 

 国民健康保険税の賦課限度額および課税額を変更することに伴い、所要の改正を行うた

め。  
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   大東市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（案） 

 

平成  年  月  日   

条 例 第     号   

 

 大東市国民健康保険税条例（平成３年条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条第２項ただし書中「５４０，０００円」を「５８０，０００円」に改める。 

 第３条第１項中「１００分の８．０８」を「１００分の８．３３」に改める。 

 第４条中「２４，６１１円」を「２６，３６０円」に改める。 

 第５条第１号中「２９，６６８円」を「３０，５６５円」に改め、同条第２号中「１４，

８３４円」を「１５，２８２円」に改め、同条第３号中「２２，２５１円」を「２２， 

９２３円」に改める。 

 第８条中「１００分の２．４２」を「１００分の２．６８」に改める。 

 第９条中「１６，８２０円」を「１７，６３４円」に改める。 

第２３条中「５４０，０００円」を「５８０，０００円」に改め、同条第１号ア中 

「１７，２２８円」を「１８，４５２円」に改め、同号イ(ｱ)中「２０，７６８円」を

「２１，３９６円」に改め、同号イ(ｲ)中「１０，３８４円」を「１０，６９８円」に改

め、同号イ(ｳ)中「１５，５７６円」を「１６，０４７円」に改め、同号オ中「１１， 

７７４円」を「１２，３４４円」に改め、同条第２号ア中「１２，３０６円」を「１３，

１８０円」に改め、同号イ(ｱ)中「１４，８３４円」を「１５，２８３円」に改め、同号

イ(ｲ)中「７，４１７円」を「７，６４１円」に改め、同号イ(ｳ)中「１１，１２６円」を

「１１，４６２円」に改め、同号オ中「８，４１０円」を「８，８１７円」に改め、同条

第３号ア中「４，９２３円」を「５，２７２円」に改め、同号イ(ｱ)中「５，９３４円」

を「６，１１３円」に改め、同号イ(ｲ)中「２，９６７円」を「３，０５７円」に改め、

同号イ(ｳ)中「４，４５１円」を「４，５８５円」に改め、同号オ中「３，３６４円」を

「３，５２７円」に改める。 

 

   付 則 

 （施行期日） 
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１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の大東市国民健康保険税条例の規定は、平成３１年度以後の年度分の国民健康

保険税について適用し、平成３０年度分までの国民健康保険税については、なお従前の

例による。 
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議案第２８号 

 

大東市生産緑地地区の区域の規模に関する条例について 

 

大東市生産緑地地区の区域の規模に関する条例を次のとおり制定する。 

 

平成３１年２月２５日提出 

 

                    大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理      由 

 

 本市の都市計画に定める生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定めるため。 
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大東市生産緑地地区の区域の規模に関する条例（案） 

 

平成  年  月  日   

条 例 第   号   

 

生産緑地法（昭和４９年法律第６８号）第３条第２項の規定により、条例で定める本市

における生産緑地地区の区域の規模に関する条件は、３００平方メートル以上であること

とする。 

 

付 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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議案第２９号 

 

   大東市水道布設工事監督者の配置および資格ならびに水道技術管理者の資格 

を定める条例の一部を改正する条例について 

 

大東市水道布設工事監督者の配置および資格ならびに水道技術管理者の資格を定める条

例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

   平成３１年２月２５日提出 

 

大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理      由 

 

 学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令（平成２９

年政令第２３２号）が平成３１年４月１日から施行され、水道法施行令（昭和３２年政令

第３３６号）が改正されること等に伴い、所要の改正を行うため。  
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   大東市水道布設工事監督者の配置および資格ならびに水道技術管理者の資格 

を定める条例の一部を改正する条例（案） 

 

平成  年  月  日   

条 例 第   号   

 

大東市水道布設工事監督者の配置および資格ならびに水道技術管理者の資格を定める条

例（平成２５年条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

 

 第３条中「次のとおり」を「次の各号に掲げる資格のいずれか」に改め、同条第１号お

よび第２号中「による」を「に規定する」に改め、同条第３号中「による」を「に規定す

る」に改め、「短期大学」の次に「（同法に規定する専門職大学（以下この号ならびに次

条第２号および第３号において「専門職大学」という。）の前期課程を含む。）」を、

「卒業した後」の次に「（専門職大学の前期課程にあっては、修了した後）」を加え、同

条第４号中「による」を「に規定する」に改め、同条第５号中「第１号または第２号の卒

業者」を「第１号または第２号の規定による卒業をした者」に、「による大学院研究科」

を「に規定する大学院の研究科」に、「第１号の卒業者」を「第１号の規定による卒業を

した者」に、「第２号の卒業者」を「第２号の規定による卒業をした者」に、「者」を

「もの」に改め、同条第７号中「または水道環境」を削る。 

 第４条中「次のとおり」を「次の各号に掲げる資格のいずれか」に改め、同条第２号中

「卒業した後」の次に「（専門職大学の前期課程にあっては、修了した後）」を、「同条

第３号に規定する学校を卒業した者」の次に「（専門職大学の前期課程にあっては、修了

した者）」を加え、同条第３号中「、工学」を「工学」に改め、「卒業した後」の次に

「（専門職大学の前期課程にあっては、修了した後）」を、「同条第３号に規定する学校

を卒業した者」の次に「（専門職大学の前期課程にあっては、修了した者）」を加え、同

条第４号中「の卒業者」を「に規定する者」に改める。 

 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に行われた技術士法（昭和５８年法律第２５号）第４条第１項

の規定による第２次試験のうち上下水道部門に合格した者であって、選択科目として水

道環境を選択したものは、この条例による改正後の大東市水道布設工事監督者の配置お

よび資格ならびに水道技術管理者の資格を定める条例第３条第７号の規定の適用につい

ては、同法第４条第１項の規定による第２次試験のうち上下水道部門に合格した者であ

って、選択科目として上水道および工業用水道を選択したものとみなす。 
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議案第３０号 

 

   大東市奨学貸付条例の一部を改正する条例について 

 

 大東市奨学貸付条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

   平成３１年２月２５日提出 

 

                   大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理      由 

 

奨学金の貸付けを受ける者に、専門職大学または専門職短期大学に進学または在学する

者を加えること等に伴い、所要の改正を行うため。  
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大東市奨学貸付条例の一部を改正する条例（案） 

 

平成  年  月  日   

条 例 第     号   

 

大東市奨学貸付条例（平成２年条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条中「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、同条第３号を次のように改める。 

 (3) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する高等学校、中等教育学校

（後期課程に限る。）、特別支援学校（高等部に限る。）、大学（専門職大学および

短期大学（専門職短期大学を含む。）を含む。）もしくは高等専門学校または同法第

１２４条に規定する専修学校（高等課程に限る。）もしくは同法第１３４条に規定す

る各種学校のうち教育委員会（以下「委員会」という。）が規則で定めるものに進学

または在学する者 

 別表中「高等学校」を「第２条第３号に規定する高等学校、中等教育学校、特別支援学

校」に、「、専修学校および」を「および専修学校ならびに」に、「大学」を「第２条第

３号に規定する大学」に改める。 

 

   付 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 


